
やっと今年も桜の季節がやってまいりました。ところが、開花以降花冷えが続き満開は先送り

となっています。ま、桜も長く楽しめていいね！と思うことにいたしましょう。

皆様におかれましては、暖かくしてお花見を満喫いただきますようお願い申し上げます。

さて話は変わりますが、ＮＨＫ朝ドラがこの４月で遂に１００作目を迎えるとか。

我が会員ニュースも７月で１００号を迎える予定です。

こりゃこっちも何か企画を考えなきゃ、と想う事務局より「会員ニュース（96号)」をお届け

いたします。

（2019年3月、石神井川桜に遊ぶヒヨドリ）

1． 3月5日、電力安全課のHPに｢『電気事故速報値』を更新しました」
が掲載されました。

恒例の、「事故速報値」の更新です。関東東北産業保安監督部管内では、昨年８月より引き

続き「感電死亡事故”０”」を継続中です。

皆様、「ご安全に！」点検業務の遂行をお願い申し上げます。

詳細は、資料「電気事故速報値(平成31年2月末日時点)」をご参照ください。

２０１９． ３(新-９６号）

日本電気管理技術者協会

事務局編集



２. 3月13日、同HPに「パンフレット『波及事故防止のお願い！』がダウンロード

できるようになりました｣ が掲載されました。

設置者様向けへ波及事故防止への取り組みを分り易くまとめたパンフレットのＰＤＦです。

詳細は、資料「H31年波及事故防止パンフレット」をご参照ください。

なお、パンフレットが必要な場合は事務局までご請求ください。

３. 3月26日、経産省のHPに｢平成30年度自家用電気工作物設置者及び電気主任技術者

セミナー実施概要」が掲載されました。

平成31年2月20日から3月26日にわたり10会場において実施いたしました。たくさんのご来場

ありがとうございました。

講演資料を以下に掲載いたしますのでご活用下さい。

とのことです。

詳細は、資料｢平成30年度設置者主任技術者セミナー実施概要」をご参照ください。

｢講演資料｣は配布済です。再度、資料が必要な方は事務局へお問い合わせください。

㊟ 電安課の平成３１年ゴールデンウィーク中の許可・承認日について

５月８日(水）以降 通常どおり

４. 協会役員改選の告示

会員の皆様へ、協会役員への立候補をお願いいたします。

協会｢定款」により、現役員は全員任期の終了を迎えます。

今期(第７期)と来期(第８期)の２期・２年間の任期で役員候補者を募ります。

役員へ立候補を希望される方は、５月１５日までに事務局へご連絡ください。

なお、役員立候補の対象者は正会員の方のみとなります。

再度、総会の予定をご確認いただき、全員のご出席をお願いいたします！！

｢一般社団法人 日本電気管理技術者協会 第7期定期総会」

５月２３日(木） 「YRイベントホール」

11：00 より 「定期総会」

12：30 より 「懇親会」（今年も、昼食会で企画しました）

なお、総会文書は後日お届けの予定です、今しばらくお待ちください。

申請日 許可・承認日

４月２２日(月） ４月２６日(金）

４月２３日(火） ４月２６日(金）

４月２４日(水） ５月 ７日(火）

４月２５日(木） ５月 ８日(水）

４月２６日(金） ５月 ９日(木）

５月 ７日(火） ５月１０日(金）

５月 ８日(水） ５月１５日(水）



平成31年2月28日時点

平成２９年度

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 2 (2) 3 (3) 0 (0) 4 (4) 1 (3) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 16 (18)

平成３０年度

1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 4 (4) 3 (3) 0 (0) 0 (0)

※１　１つの事故で複数の項目に該当する場合は、各項目にカウントしていますが、総合計では反映していません。

※２　発電所における事故件数も含みます。

※３　人身の（　）は被害者数を表しています。
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※４　本値は事故速報時点であるため、確定値ではありません。自然現象等による事象も含まれます。
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経済産業省 関東東北産業保安監督部 公益社団法人 東京電気管理技術者協会

一般財団法人 関東電気保安協会 公益社団法人 全関東電気工事協会

一般社団法人 日本電機工業会 東京電力パワーグリッド株式会社

一般社団法人 日本配電制御ｼｽﾃﾑ工業会 電気安全関東委員会

波及事故発生の主な原因

波及事故とは

自家用電気工作物設置者の皆様へ

表１自家用波及事故の推移（関東地域）

年度 事故件数
1事故あたりの

停電時間(分)

1事故あたりの

停電軒数

2014 103 109 829

2015 114 83 700

2016 68 75 676

2017 76 72 780

出典：関東東北産業保安監督部データ

工場やビルなどの自家用電気工作物が原因で、広範囲に長時間停電を引き起こす事故の

ことを波及事故といいます。

波及事故が発生すると機器の損壊など自社の損害だけでなく、近隣における信号機や医

療機関が停電し、人命に関わる社会的に大きな影響を及ぼします。また、他社工場の生産

や商業活動にも大きな影響があり、中には多大な損害賠償を請求されるケースもあります。

波及事故の損害額について

損害額は1千万円を超える事例もあります。

１．事故発生者側の損害例

①事故対応に伴う人件費（時間外の発生等）

②突然の停電による操業停止等の損失

③復旧のための緊急の仮設工事の費用

④損傷した電気工作物等の改修費用 など

２．波及事故被害者側の損害例

①突然の停電による操業停止等の損失

②コンピュータへの入力中データの喪失 など

波及事故の約７割が、高圧引込ケーブルおよび

PASの事故によるものです。

◆高圧引込ケーブル

・長期使用において、ケーブル(E-Tタイプ)の内部

に雨水や地下水が浸透したことによる絶縁破壊

◆PAS（高圧交流負荷開閉器）

・長期使用において、筐体に発生した錆などから

内部に雨水が浸入したことによる短絡

・落雷の影響による機器や制御回路の損傷

▶ 事故件数や停電時間は、減少傾向にはあ
るものの、毎年100件前後の波及事故が
発生しています。

高圧引込ケーブル
62%

PAS
12%

LBS

9%

VCB

8%

その他
9%

図１波及事故発生状況原因別（関東地域）

(2016～2017年度)

出典：関東東北産業保安監督部データ

2019.3



高圧引込ケーブル

PAS・UGS (UASを含む)

事故防止対策のポイント

☞ 保安規程を遵守しましょう

・自家用電気工作物設置者には、電気事業法により ①技術基準の適合維持 ②保安規程の作成・

届出・遵守 ③主任技術者の選任・届出 の義務があります。

・保安規程は、自家用電気工作物の保安を確保するための保安体制、保安教育、点検内容と頻度、

記録の保存等、設置者が守るべき事項をまとめたものです。

・保安規程に基づく点検(特に年次点検)を適正に実施することで、設備の経年劣化の状況を把握

することができます。

・保安規程に基づく適正な点検の実施と、保安規程の遵守をお願いします。

◇毎年、CVケーブルの経年劣化(水トリー)による事故が多く発生しており、製造後20年を超えると

ケーブル事故が著しく増加します。(図２)

◇ 1983年頃から製造されているE-Eタイプ(内部半導電層／絶縁体／外部半導電層の３層一括押出成

形)は、現在も多く製造・使用されているE-Tタイプに比較して、界面から水分や異物等の混入が

少なく、水トリーへの耐性が強化されています。(図３) 地中埋設など水の影響のある箇所には

効果的であり、電力会社や鉄道会社で広く使用されています。

☞ 設備更新のポイント

・設備は、使用状況や設置場所の環境等により劣化の進行度合いが異なります。電気主任技

術者の助言のもと、計画的に更新をお願いします。
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◇ PAS・UGSが取り付けてあると、地

絡(漏電)事故が発生しても、構内の

停電のみで止めることができます。

◇電力会社や近隣地域に影響を与える

波及事故には至りません。

➢ PASは、施設後10年～15年を目安に早めに更新し、事故を未然に防止しましょう。
（一般社団法人日本電気協会「自家用電気工作物保安管理規程 2018」より）

➢ PASの新設・取替時には、VT(制御電源用変圧器)・LA(避雷器)内蔵タイプを採用しましょう。

雷による損傷や波及事故の防止に役立ちます。

➢ 沿岸部などの塩害のおそれのある地域は、ステンレス製のPASを取り付けましょう。

➢ 地中設備で電気を受電している場合は、UGSを取り付けましょう。

絶縁破壊が頻発し始めるボーダーライン

③①
②③

①
②

図３ CVケーブルの構造比較（E-T・E-E）出典：関東東北産業保安監督部データ(製造年不明分除く）
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〇 ◎

➢ 長期間使用しているCVケーブルを更新することは、波及事故を防止するうえで効果的な対策と

なります。更新時にはE-Eタイプを採用しましょう。




